
別紙 補助事業概要 

【参考】補助事業概要 

 

１ 新規就農者育成総合対策（国支援事業） 

新規就農者育成

総合対策 

経営開始資金 

認定新規就農者※として独立・自営す

る、就農時 50歳未満の者に対し、経営

開始資金を交付する事業 

150万円/年 

最長３年間 

経営発展支援

事業 

認定新規就農者として独立・自営をす

る、就農時 50歳未満の者が、就農後の

経営発展に資する取組を行う場合、

国・県併せて最大 3/4を支援する事業 

上限額 750万円 

経営開始資金の交付対

象者は上限 375万円 

※就農から５年間の農業経営の方針である青年等就農計画を作成し、その計画が達成される見込みが確実であ

ると認められた者 

 

 

２ 長野市親元就農者支援事業（長野市事業） 

長野市親元就農者支援事業 

退職やＵターンを伴って認定農業者であ

る親の元に就農した者に対し、助成金を交

付する事業。 

転入又は退職等をした日の年齢が 45 歳未

満の者が対象で、親の元気な時期から親と

ともに経営を担う農家子弟を支援する。 

120万円/年 

３年間 

 

 

 


